
群馬県精神保健福祉協会会則 

 
第 １ 章   総   則 

（名 称） 
第１条  本会は群馬県精神保健福祉協会という。 
（事務所） 
第２条  本会は、事務所を前橋市野中町３６８番地（群馬県こころの健康センター内）に置く。 
（目的） 
第３条  本会は、県民の精神保健福祉の向上を図ることを目的とする。 
（事業） 
第４条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
  (1) 精神保健福祉に関する知識の普及、啓発 
 (2) 精神保健福祉に関する関係機関との連絡協調 
 (3) 精神障害者の社会復帰と自立、社会参加の促進 
 (4) その他、会の目的を達成するために必要な事業 
 

第 ２ 章   会   員 
（会員） 
第５条 本会の会員は本会の主旨に賛同する個人又は団体とする。 
（入会) 
第６条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければ

ならない。 
（会員の資格の喪失） 
第７条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。 
 (1) 退会するとき。但し、書面をもって、会長に届け出るものとする。 
 (2) ３年以上会費を未納したとき。 
 (3) 死亡または解散したとき。 
 (4) 除名されたとき。 
（除名） 
第８条 会員で、この会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為があったときは、理事会の議決

を経て、除名することができる。 
（会費） 
第９条 会員は、別に定められた規定により、会費を納入しなければならない。 
 

第 ３ 章   役   員 
（役員） 
第１０条  本会に次の役員を置く。 
 (1) 会長   １ 名 
 (2) 副会長   １ 名 



 (3) 常任理事  若干名 
 (4) 理事    若干名 
 (5) 監事    ２ 名 
（役員の職務） 
第１１条  会長は本会を代表し会務を掌理する。 
２  副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。 
３  常任理事は、本会の常務を処理する。 
４ 理事は、理事会を構成し会務を処理する。 
５  監事は、会務および会計を監査する。 
（役員の任期） 
第１２条 役員の任期は、２年とする。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 役員は再任されることができる。 
３ 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。 
（役員の選出） 
第１３条 役員は総会において選任する。 
２ ただし、次条第２項による辞任により役員が欠員となった場合に限り、当該役員の後任の職

にある者を補欠役員として総会で選任されたものとみなす。 
（役員の辞任） 
第１４条 役員は自らの意思でいつでも辞任することができる。その場合、会長にその意思を書

面で提出しなければならない。 
２ 前項の規定に関わらず、選任されたときの職を離れ、本会の事業に参画できなくなったとき

は、自らの意思で辞任したものとみなす。 
 

第 ４ 章   会   議 
 （会議） 
第１５条 会議は、総会、理事会および常任理事会とし、会長が召集する。 
 （総会） 
第１６条 総会は、定期総会および臨時総会とする。 
２  総会は年１回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、開催できるものとする。 
３ 総会は会長が議長となり、出席者の過半数をもって議決する。但し、賛否同数の場合は議長

が決するものとする。 
４  総会は、次に掲げる事項を議決する。 
 (1) 事業計画ならびに事業報告に関すること。 
 (2) 予算並びに決算に関すること。 
 (3) 会則に関すること。 
 (4) 役員の選任に関すること。 
 (5) その他、重要事項に関すること。 
（理事会） 
第１７条 理事会は、会長、副会長、理事および常任理事をもって構成し、会長が議長となる。 



２ 理事会は、理事の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 
３ 総会に提出すべき事項は、理事会の議決を要する。 
（常任理事会） 
第１８条  常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が議長となる。 
２ 常任理事会は、常任理事の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 
３ 常任理事会は、本会の常務を掌るうえで必要な事項を、定めることができる。 
（委任状） 
第１９条  総会、理事会、常任理事会に出席できない場合は、委任状をもって出席にかえること

ができる。 
 
                            第 ５ 章   会   計 
 （会計） 
第２０条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 
（会計年度） 
第２１条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
  附 則 
   この会則は、平成１４年４月１日から施行する。 
   この会則は、平成１８年５月２４日から施行する。 
  この会則は、令和２年５月２４日から施行する。 


